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飯能市設計ＶＥ審査委員会規程 

（平成13年訓令第６号） 

（設置） 

第１条 建設工事の設計に関するＶＥ（バリュー・エンジニアリングの略称で、

性能、品質、安全性等を低下させることなく、最小のライフサイクルコストで

必要な機能を達成するために、建設物、工法等の改善に注がれる組織的な努力

をいう。）を適正かつ効率的に行うため、飯能市設計ＶＥ審査委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、建設工事の設計に関するＶＥを行う。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市職員のうちから市長が任命する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、１年以内とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

（関係者の出席等） 

第７条 委員会が特に必要と認めるときは、関係職員、設計業者の社員又は技

術顧問の出席を求めて意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。 

（ＶＥ審査結果の報告） 

第８条 委員会におけるＶＥの審査結果については、市長に報告するものとす

る。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、企画総務部契約検査課において処理する。 
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（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成１３年４月２日から施行する。 

附 則（平成１４年訓令第４号） 

この訓令は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年訓令第８号） 

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年訓令第１２号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


